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まちなか区域における昭和20年以前に建築された木造建物数の推移 

第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

１．金沢の歴史的風致の維持及び向上に関する課題 

本市は、第一期の金沢市歴史的風致維持向上計画に基づき、金沢城公園整備事業、無電柱化

事業、用水整備事業等のハード事業をはじめとして、歴史的建造物の修理修景等に係る助成事

業、伝統行事、伝統文化及び工芸技術等への支援等、様々な分野で歴史的風致の維持及び向上

に取り組んできた。 

その結果、まちの魅力や景観の向上、歴史的建造物の保存及び活用、伝統芸能・工芸技術及

び伝統文化・伝統工芸の継承発展を担う人づくりの推進、歴史まちづくりに関する住民意識の

向上等、一定の成果を得ることができた。 

一方で、依然として歴史的建造物の減少は止まっていないこと等、第一期の計画からの継続

的な課題が残っている。また、急増する外国人を含めた観光客への対応等、社会情勢の変化等

に伴う新たな課題も生じている。 

 

（１）歴史的建造物に関する課題 

市内に残る歴史的建造物は、歴史的風致を形成す

る重要な構成要素である。とりわけ本市では昭和25

年（1950）以前の木造建築物のうち、町家、武士系

住宅、近代和風住宅等の様式を有するものを「金澤

町家」として、その保全と活用のための支援事業を

実施してきた。 

その効果もあり、戦前建築物の件数は、平成 11

年（1999）から平成21年（2009）の10年間に約2,600

棟滅失していたのに対し、金沢市歴史的風致維持向上計画（平成20年度～29年度（2008年度

～2017年度））認定後の平成21年（2009）から平成29年（2017）の８年間での滅失数は約1,170

棟と、毎年の滅失棟数が減少している。 

しかし、依然として歴史的建造物の減少は止まっていない。 
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暗渠
あんきょ

化された水路の事例（尾山神社前）左・昭和９年頃 右・現在 

また、市内に残る石垣にあっても、歴史的風致を

形成する重要な構成要素であり、市民からその保全

について望む意見が寄せられている。しかし、現在

それら石垣を保全する具体的な施策は無く、特に民

地の石垣は、建築行為等による滅失が懸念されてい

る。 

本市では、これまでも歴史的建造物について継続

的な調査を実施し、明らかとなった価値に基づき、

文化財指定等必要な価値付けを行い、財政的、技術

的支援を行いながらその保全を図ってきたが、依然として歴史的建造物の修理など維持や保全

に関して所有者（管理者）の負担は大きい状況にある。 

 

（２）歴史的街並みに関する課題 

市内には、城下町を中心に文化財等歴史的建造物

が広く分布しているほか、その周辺には、歴史的風

致を形成する重要な構成要素である街路や用水など

の都市構造が継承されており、歴史を色濃く残す貴

重な歴史的街並みが大きな魅力となっている。 

本市では、これまで景観の阻害要素の一つである

電線類について、主要な幹線道路のほか、伝統的建

造物群保存地区や歴史的街並みの一部で無電柱化を

進めてきたが、依然、未整備箇所が残っている。 

金沢の街に潤いを与え、市民の生活に様々な恵みをもたらしてくれる用水は、貴重な歴史遺

産として後代に継承する必要があるが、依然として暗渠
あんきょ

となっている箇所は多く残っている。 

また、犀
さい

川
がわ

、浅野川の金沢を代表する河川に見る歴史的風致の維持及び向上を図るため、川

筋景観の保全に向けた施策を今後さらに展開する必要がある。 

本市の歴史的街並みのほとんどが藩政期以来の街路網で形成されており、木造建築が密集し

ている場合が多く、火災などの防災上の観点からまちづくりを進めることも重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

市内に残る石垣（東兼六町） 

景観を阻害する電線類 
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（３）歴史的建造物の周辺環境に関する課題 

文化財等歴史的建造物、歴史的街並みなどで形成

された歴史的風致を維持及び向上するためには、そ

の周辺環境において、建築物の高さや屋外広告物、

緑地の保全や一般建造物の外観などへの対応が必要

となる。 

歴史的街並みが残る細街路への過度のマイカー流

入は、歩行者の安全を脅かしているだけでなく、歴

史的建造物の滅失を伴った路外駐車場の増加による

街並みの連続性喪失の一因にもなっている。 

平成27年（2015）３月に、北陸新幹線の東京―金

沢間が開業し、広域観光をより一層推進しやすい環

境が整ったことや、平成32年（2020）の東京オリン

ピック・パラリンピック開催決定などの社会環境の

変化が重なり、本市を訪れる旅行客は外国人を含め

急増しており、受け入れ環境の整備を進める必要が

ある。 

 

  

細街路に進入するマイカー 

 

高層建築による高さの不調和 
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（４）伝統行事、伝統文化及び工芸技術に関する課題 

藩政期以来の貴重な有形歴史遺産とともに、無形の歴史遺産である伝統行事や伝統文化、工

芸技術は、金沢の歴史的風致に厚みと奥行きを感じさせる重要な要素である。一方で、現在そ

れらの後継者不足や保存意識が低下している状況にある。 

金沢の各地域では、季節ごとに宗教行事や民俗行事といった様々な伝統行事が寺社や町会等

を中心として催されているが、近年の少子高齢化等による人口減少や地域コミュニティの希薄

化といった社会環境の変化による、伝統行事の保存や継承が困難となっている。 

金沢の伝統文化としては、「加賀
か が

宝生
ほうしょう

」や「加賀
か が

万歳
まんざい

」、「金沢
かなざわ

素囃子
す ば や し

」といった伝統芸

能を無形文化財または民俗文化財に指定し、保存会を中心として保存、継承に取り組んでいる。

しかしながら、広く市民が身近に接する機会として、各芸能の稽古
け い こ

、発表の場が十分ではない。 

金沢の伝統産業である「茶の湯釜」、「二俣
ふたまた

和紙
わ し

」、「金沢和傘」などは、需要の減少や代

替品の普及、原材料の不足などから携わる職人の減少が顕著で、希少伝統産業となっている。

このような従業員数の減少は、「加賀友禅」や「金沢仏壇」、「金沢
かなざわ

箔
はく

」などにも見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1403

989

256

831

664

130

510
677

90

0

300

600

900

1200

1500

加賀友禅 金沢箔 金沢仏壇

従
業
者
数

H3従業者数 H18従業者数 H27従業者数

人

（
）

主要な伝統工芸産業の従業者数の推移 

（石川県経営支援課伝統産業振興室資料による） 



第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

 

 - 110 - 

２．既存計画 

平成 26 年（2014）に「世界の交流拠点都市金沢 重点戦略計画」を策定し、これまでのま

ちづくりの基本を受継ぎながらも、北陸新幹線金沢開業を機にさらなる高みをめざし、次のス

テップに移行するためのものとして、これまでに培われた金沢のストックを最大限に活用する

ことにより、国内外から人・モノ・情報の集積を図り、その交流を通じて新たな価値を創造し、

持続的な発展を続けるまちを目指すこととしている。 

このため、本市は金沢の歴史的風致を貴重な歴史文化資産と位置付け、その保存、整備、活

用を行うことにより都市の個性と魅力を高め、交流人口を増やし、活性化を図ることを行政の

大きな柱のひとつとしている。 

歴史的風致維持向上計画を策定し、計画に基づき歴史的風致の維持及び向上を図ることは、

本市の目指す世界の交流拠点都市金沢の実現に向けての実効性のある施策といえる。 

本計画に関連する本市の主な計画は以下のとおりである。 

○「世界の交流拠点都市金沢 重点戦略計画」 

○「金沢市都市計画マスタープラン」 

○「金沢市景観総合計画」 

○「金沢市歴史遺産保存活用マスタープラン（歴史文化基本構想）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
関連計画 

歴史的風致維持向上計画

歴史遺産保存活用
マスタープラン

景観総合計画 都市計画
マスタープラン

世界の交流拠点都市金沢 重点戦略計画
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  関連計画相関概念図 

景観地区

近代的都市景観創出区域

沿道景観形成区域

市指定保存建造物

国指定重要有形民俗文化財

指定文化財

国選定重要伝統的建
造物群保存地区

市指定有形文化財

国指定有形文化財

国指定記念物

市指定記念物

市登録こまちなみ保存建造物

県指定有形文化財

国登録文化財

保全用水

県指定史跡名勝天然記念物

土地利用

眺望景観

屋外広告物

公園・緑地

その他の都市施設

市街地整備夜間景観

斜面緑地保全区域

交通施設

伝統的建造物群

自然景観

市街地景観

保存樹・保存樹林
文化的景観

寺社風景保全区域

未指定の文化財
（不動産）

景観重要建造物

こまちなみ保存区域

工芸技術

伝統文化

伝統行事

動産文化財

自然的文化財

川筋景観保全区域

歴史遺産保存活用マスタープラン
（歴史文化基本構想）

【歴史遺産の保存・活用の方針】

景観総合計画

【景観形成の方針】

都市計画マスタープラン

【まちづくりの方針】

地区計画

風致地区
高度地区

伝統環境保存区域

世界の交流拠点都市金沢 重点戦略計画

（平成25年度～34年度）

世界の交流拠点都市金沢の実現

～市民が創る誇りあるまち～

伝統環境調和区域

国選定重要文化的景観

歴史的風致維持向上計画

≪重点区域≫ ≪歴史的風致形成建造物≫



第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

 

 - 112 - 

（１）総合計画 

世界の交流拠点都市金沢 重点戦略計画 

「世界の交流拠点都市金沢 重点戦略計画」は、平成 26 年（2014）２月に策定され、都市

像を踏まえ、10年間を見据えて講じるべき施策を取りまとめた計画である。 

その中で、歴史や伝統、学術、文化などの個性を大切にしながら、市民が常に誇りを持ち、

新たな価値を創造し続ける都市としての機能強化を図るため、５つの重点方針を掲げ、取り組

むべき施策を展開することとしている。 
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（２）都市計画マスタープラン 

金沢市都市計画マスタープランは、平成21年（2009）10月に策定された、おおむね20年後

を見据えた計画である。金沢市における都市の将来像や土地利用の基本方向あるいは都市施設

の整備方針を明らかにすることにより、都市計画の総合的、長期的な指針としての役割を果た

すものである。 

 

全体構想（市全域に係る構想） 

【都市づくりの基本的なテーマ】 

市民とともに、金沢らしさを守り育て、持続可能なまちづくりを進めることにより、 

世界の中で独特の輝きを放つ「世界都市金沢」の実現 

本計画における 

目標年次および想定人口 

◎目標年次：平成37年 

◎想定人口：437,000人 

平成17年10月1日現在：454,607人 

 

【都市づくりの８つの目標】 

１．世界に誇れる魅力と活力あるまちづくり 

２．質の高い暮らしやすいまちづくり 

３．総合的な交通施策の展開による安全で快適なまちづくり 

４．歴史・文化・伝統を活かしたまちづくり 

５．自然と共生する環境にやさしいまちづくり 

６．だれもが安心して暮らせる人にやさしいまちづくり 

７．災害に強いまちづくり 

８．協働で進めるまちづくり 

  【土地利用の方針】 

  【施設整備等の方針】 

【将来の都市像】 

１．市街地の拡大は、原則として行わない 

２．主な都市機能を適正な土地利用計画の誘導と公共交通との連携により、 

中心市街地及び都心軸に集約 

３．地域生活拠点の公共交通との連携による適正な誘導 

 

地域別構想（地域に根ざした構想） 

【地域区分】地域別のまちづくり方針 

（地域のまとまりや市街地の形状等を考慮し、河川、鉄道、道路等の地形、 

地物を主に用いて、14地域に区分） 

 

※平成29年（2017）３月に策定した「金沢市集約都市形成計画」が目指す将来都市像を反映させるため、平成29

年度（2017）より「金沢市都市計画マスタープラン」の改定に着手。 
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（３）景観計画 

金沢市景観総合計画は、平成 21 年（2009）７月に策定された、本市における景観まちづく

りの長期的な行動指針となる総合計画である。基本理念として「特色ある自然・風土を保全・

活用した景観形成」、「歴史的資産を継承した景観形成」、「地域の時間と暮らしに根ざした

景観形成」を掲げ「風格と魅力を兼ね備えた世界都市・金沢」を景観目標像としている。 

 

金沢市景観総合計画（平成21年7月） 

 

（１）従来の景観施策の基本理念を継承・発展 

◇平成４年（1992）に策定した「金沢市都市景観形成基本計画」を継承、発展 

させるとともに、本市における今後の景観形成の理念、基本的な考え方や 

目標を示す。 

（２）将来を見据えた新たな視点の追加 

◇近年の社会情勢や都市構造の変化を反映し、新たに景観形成に向けた課題と 

方向性を把握する。 

◇これまでの本市における景観形成の取り組みとその成果を検証するとともに、 

 将来的な視点からみた良好な景観形成の実現に向けた施策の体系化と具体的 

手法を整理する。 

（３）景観法等各種法制度の活用 

◇景観法の施行を受け、本市においても景観法の活用による景観誘導の推進を 

視野に入れた内容の計画とする。 

◇本市における景観誘導施策の効果や現状を踏まえ、景観法や都市計画法、 

文化財保護法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法など、関連する 

法制度の活用や条例との連携等による、総合的な景観誘導施策の展開方針を 

明らかにする。 

（４）全市域を対象とした景観誘導 

◇対象地域は、郊外部も含めた「市全域」に拡大し、これらに対応した、 

新たなマスタープランとして内容を充足し、景観を誘導する。 

◇景観特性（景域、拠点・軸）や、景観の構造（時間・暮らし軸）を再確認する。 

◇市内各地域における景観の現状を把握し、景観形成に向けて必要な施策展開 

の方針を示す。 

（５）協働による景観まちづくり体制の充実・強化 

◇美しい景観のまちづくりに向け、市民、事業者、設計者、施工者、行政の 

協働による施策推進体制の充実、強化を図る。 

◇市民の参画により、地域の暮らしや歴史、文化に根ざした景観を掘り起こし、 

より魅力ある景観まちづくりを展開する。 
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金沢市歴史遺産保存活用マスタープラン 

（４）歴史文化基本構想 

金沢市歴史遺産保存活用マスタープラン 

金沢市歴史遺産保存活用マスタープランは、平成 19 年（2007）10 月に文化庁の文化審議会

文化財分科会企画調査会報告書で提言された「歴史文化基本構想」の趣旨を踏まえ、平成 21

年（2009）３月に策定された。本市の歴史遺産保存活用の将来像として「地域全体で『金沢の

歴史遺産』を守り育てる」ことをその主題に掲げ、都市の基本構造と歴史遺産の現状を把握し、

それらの歴史的変遷と独自性、関連性に基づき価値を明らかにし、保存、活用の方針を示して

いる。 

「第４章 金沢市の歴史遺産の特性」では、歴史遺産の時代別、地域別の特性や重層性を整

理した上で、有形、無形文化財、指定、未指定文化財を問わず地域に存在する様々な歴史遺産

を一定のまとまりとして価値を見出す関連文化財群を設定し、テーマ性を持たせた。これらは、

平成 27 年度（2015 年度）に創設された文化庁の日本遺産や石川県のいしかわ歴史遺産の考え

方と同じものであり、本市では、「三つの寺院群と茶屋街～歩く・観る・祈る～」と「きらめ

きに包まれるまち～今に息づく金沢の金箔
きんぱく

～」の２件がいしかわ歴史遺産に認定されることと

なった。 
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（５）国指定文化財の保存活用（管理）計画 

保存活用管理計画は指定文化財に関して、個々の文化財が有する本質的価値と、規模、形態、

性質などの現状に応じて、所有者または管理団体が本質的な価値を確実に守るための保存、管

理のあり方を検討し、必要な事項を定めるものである。 

現在、国指定文化財において本市管理５件、石川県管理２件を策定しており、それらを以下

に示す。 

①国史跡加賀藩主前田家墓所保存管理計画（平成22年３月） 

加賀藩主前田家墓所は、江戸時代、加賀・能登・越中３ヵ国を領有した加賀藩主前田家の

歴代藩主とその正室・側室・子女らの墓からなり、金沢城下の中心である金沢城からは南方

へ約3.5kmに位置する野田山山頂付近に造営されている。平成16年度～19年度（2004年度

～2007年度）にかけて実施された詳細調査で墓所の持つ本質的価値及び文化財としての重要

性が明らかになったことから、平成21年（2009）２月12日に富山県高岡市の二代前田利長

墓所と一体で国史跡「加賀藩主前田家墓所」として指定された。これを受け、史跡加賀藩主

前田家墓所保存管理計画策定委員会の指導助言のもと、保存管理計画を平成 21 年度（2009

年度）に策定した。 

保存管理計画は第１章から第６章及び関連資料からなる。第１章では計画策定の目的と基

本方針を示し、第２章で史跡の概要、第３章で史跡の現状を述べて史跡の特性を明らかにし

た上で、第４章では史跡を構成する要素として本質的要素とその他の要素の２つに分け、

各々の構成要素を抽出したうえで、それぞれに応じた保存管理の方法を設定し、さらに現状

変更等の取扱区分と手続き等を明示した。第５章では、整備・活用の基本方針として「墓所

の本質的価値の保存と後世への伝達」「墓所の公開活用と来訪者の便益性」「加賀藩の歴史資

産と連携した活用」の３つを示した。続く第６章では、これまで示された保存管理と整備・

活用の方針に従い、史跡の

運営及び体制の整備に関

する基本方針を示した。 

本計画策定を受け、平成

22 年度（2010 年度）に整

備基本計画を策定、平成23

年度（2011年度）からは参

道整備、石
せき

廟
びょう

復原及び案

内看板設置等の史跡整備

に着手している。 

 

  

初代前田利家墓 
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②国史跡辰巳用水保存管理計画（平成23年３月） 

国指定史跡辰巳用水保存管理計画は、平成22年（2010）２月22日に辰巳用水が国史跡に

指定されたことに伴い、平成 22 年度（2010 年度）に学識経験者等により構成される同計画

策定委員会を組織し、保存管理、整備活用、運営体制の基本方針を示す計画を策定した。 

「第４章 保存管理」では、辰巳用水が今なお現役の用水であり、藩政期の土木遺産の両

面を兼ねていることから、文化財指定地を「本質的要素」、「その他の要素」、「構成要素以外

のもの」の３つの区域に分け、各区域の特性に応じた保存管理の方針を定めた。また、区域

ごとに現状変更等の取扱基準を定め、基本的には現状変更を認めないが、水路の保守に必要

な現状変更等については文化財の価値に及ぼす影響が軽微な場合には認めることとした。 

「第５章 整備・活用」では、整備や公開活用の基本的な考え方を定めた。 

その後、平成 23 年度（2011 年度）に整備基本計画を策定し、平成 24 年度（2012 年度）

より基本設計、平成 25 年度（2013 年度）に実施設計を行い、隧
ずい

道
どう

の補修工事や説明看板等

の整備に着手している。 
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③国名勝末浄水場園地保存管理計画（平成23年３月） 

国指定名勝末浄水場園地保存管理計画は、平成22年（2010）２月22日に末浄水場園地が

国名勝に指定されたことに伴い、平成21年度～22年度（2009年度～2010年度）にかけて学

識経験者等により構成される同計画策定委員会を組織し、保存管理、整備活用、運営体制の

基本方針を示す計画を策定した。 

「第４章 保存管理」では、昭和初期の近代化遺産としての価値をもつとともに、末浄水

場が現役稼働中の浄水施設であることから、文化財指定地を「本質的要素」、「本質的要素と

密接に関連する要素」、「その他の諸要素」の３つの区域に分け、各区域の特性に応じた保存

管理の方針を定めた。また、区域ごとに現状変更等の取扱基準を定め、基本的には現状変更

を認めないが、水道施設の保守に必要な現状変更等については文化財の価値に及ぼす影響が

軽微な場合には認めることとした。 

「第５章 整備・活用の基本方針」では、整備や公開活用の基本的な考え方を定めた。 

その後、平成 23 年度（2011 年度）に整備基本計画書を策定し、最終的には、前庭復元整

備、旧着水井上屋復元整備、周辺の環境整備（園路および俯瞰
ふ か ん

場所の整備）、通年公開区域

の拡大を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

整備された前庭ならびに旧着水井上屋 
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④国史跡金沢城跡保存管理計画（平成23年４月） 

金沢城は、明治２年(1869)の版籍
はんせき

奉還
ほうかん

で城を明け渡すまでの約 300 年間、前田家が加賀、

能登、越中三カ国にわたる約百万石の所領を治めた、加賀藩の政治、経済、文化の中心であ

った。明治４年(1871)に金谷出丸(現在、尾山神社)を除く城域は、兵部省(後に陸軍省)管轄

となり、次いで第二次世界大戦後の昭和 24 年(1949)に文部省所管の金沢大学が開学し大学

キャンパスとして利用されてきた。平成７年（1995）の金沢大学城内キャンパスの移転終了

後、石川県は平成８年に金沢城跡を県民共有の財産と位置付けて国から取得し、平成 13 年

（2001）に都市公園「金沢城公園」を開設した。平成 20 年（2008）６月には国の史跡に指

定されている。 

保存管理計画は、金沢城跡が国指定史跡としての価値を十分に発揮するため、史跡の本質

的価値と構成要素を明確化し、適切に保存、管理していくための方針や具体的な方法を明示

することを目的として、管理団体である石川県が、平成21年度～22年度（2009年度～2010

年度）に文化庁の指導、助言を得ながら金沢市とともに検討を行い、平成 23 年（2011）４

月に策定した。 

計画書では、第３章で構成要素の分類や現状変更等の取扱方針、第４章で整備、活用の目

的と基本方針、第５章で石川県金沢城調査研究所が進める調査、研究の方向性、第６章で運

営、体制及び今後の課題についてまとめている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金沢城跡（保存管理計画策定時撮影） 
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⑤国史跡辰巳用水 附
つけたり

土清水塩硝蔵
つっちょうずえんしょうぐら

跡保存管理計画（平成26年３月） 

土清水塩硝蔵
つっちょうずえんしょうぐら

跡は、加賀藩が辰巳用水の水流を利用して黒色火薬を製造した施設である。

平成19年度～22年度（2007年度～2010年度）にかけて実施された発掘調査で遺構が確認さ

れ、辰巳用水との密接な関連が明らかになったことから、平成25年（2013）３月27日に史

跡「辰巳用水」の 附
つけたり

として追加指定された。これを受け、土清水塩硝蔵跡整備検討委員会

の指導助言のもと、追加指定箇所の特性を反映した保存管理計画を平成25年度（2013年度）

に策定した。 

保存管理計画は第１章から第６章及び関連資料からなる。第１章では計画策定の目的と基

本方針を示し、第２章で史跡の概要、第３章で史跡の現状を述べて史跡の特性を明らかにし

た上で、第４章では指定地を平地部と斜面部の２区域に分け、各々の構成要素を抽出したう

えで、それぞれに応じた保存管理の方法を設定し、さらに現状変更等の取扱区分と手続き等

を明示した。第５章では、整備・活用の基本方針とその方法を示し、効果的な活用のための

重点的な整備として、「史跡の本質的な価値を可視化し、その魅力を多くの人々に伝えるこ

とのできるような史跡整備を実施する」とした。その基本的方針は、「硝石
しょうせき

御土蔵
おんどぞう

」「搗蔵
つきぐら

」

「縮
しゅく

具所
ぐ し ょ

」など主要施設の遺構が残存する箇所を史跡整備の中核とし、それらの復元整備

を目指すこととした。続く第６章では、これまで示された保存管理と整備・活用の方針に従

い、史跡の管理運営に関する基本方針を示した。 

本計画策定を受け、平成26年度（2014年度）に整備基本計画を策定、平成27年度（2015

年度）からは史跡整備用地の取得に着手している。 
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⑥国特別名勝兼六園保存管理計画（平成27年３月） 

兼六園は、江戸時代の代表的な林泉
りんせん

回遊式
かいゆうしき

大名庭園の特徴を今に残している。もともと兼

六園は、金沢城の外郭に位置する外庭であり、延宝４年（1676）に加賀藩五代藩主綱紀が築

庭にかかり、竹沢御殿（十二代藩主斉広の隠居所）が置かれた時代を経て、十三代藩主斉泰

が大改修のうえ、今にみる庭園の基礎を概成させた。 

明治７年（1874）の一般開放以降、我が国の代表的な大名庭園として、また、県民の憩い

の庭として、長きに渡って親しまれている。大正11 年（1922）３月８日には、宏大、幽邃
ゆうすい

、

人力、蒼古
そ う こ

、水
すい

泉
せん

、眺望の六勝を兼ね備えているとの理由から国の名勝に指定され、さらに

昭和60 年（1985）３月20日に特別名勝に指定された。 

保存管理計画はこの貴重な文化財庭園をより良い形で後世に引き継ぐため、その本質的価

値と構成要素を明確にするとともに、指定理由である六勝を適切に保全していくための基本

方針と保存管理の方法及び現状変更等の取扱基準の策定等を目的として、管理団体である石

川県が、平成25年度～26年度（2013年度～2014年度）に文化庁と「特別名勝兼六園保存管

理計画策定委員会」の指導、助言を得ながら検討を行い、平成27年（2015）３月に策定し

たものである。 

計画書では、第３章で現状と課題について把握するとともに、第５章では構成要素を明確

にして保存管理の方針や現状変更等の取扱基準を具体的に示し、第６章では整備活用、第７

章では運営体制及び今後の課題についてまとめている。 
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⑦国史跡加越
か え つ

国境
くにざかい

城跡群
しろあとぐん

及び道保存活用計画（平成29年３月） 

本計画は、平成27年（2015）10月７日に「加越
か え つ

国境
くにざかい

城跡群
しろあとぐん

及び道 切山城跡 松根城跡 

小原越」が国史跡に指定されたことに伴い、平成 28 年度（2016 年度）に学識経験者等によ

り構成される同保存整備検討委員会を組織し、保存、活用、整備、運営、体制の整備に関す

る保存活用計画を策定した。 

本計画では、史跡の本質的価値として、「前田利家と佐々成政の攻防を示す城跡群」、「街

道と城の関係を示す城跡群と道」、「城郭によって、街道が切断されていること」、「中世から

近世の道の変遷が推定できること」の４点を明示した。そして、本質的価値を構成する要素

として、城郭そのものに関係する遺構及び現況で確認できる道、発掘で確認された道、存在

が予想される「のろし台」などを挙げ、積極的かつ優先的に保存・活用されるべき要素と規

定した。 

この本質的価値と構成要素について、山間部に所在する遺跡の特性と問題点等を把握した

上で、史跡の望ましい将来像として大綱及び基本方針を設定した。 

大綱では、史跡を将来にわたって確実に伝えていくために、現存遺構の適切な保護や遺構

の視認及び眺望確保を行った上で、学術的成果に基づく環境整備を実施するとともに、山林

地特有の課題であるクマ・イノシシ対策を行った上で保存・活用に努める旨やその他の城跡

や道についても追加指定を目指して調査・研究を続けていくことが示された。この大綱・基

本方針に沿って、保存、活用、整備、運営・体制の整備の方向性や方法などが示されている。 
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復元イラスト 上・切山城跡 下・松根城跡 
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（６）農業振興地域整備計画 

本計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき昭和 47 年（1972）３月に策定さ

れた、本市の総合的な農業振興の計画である。策定以降、定期的に内容の見直しを行っており、

直近では平成 26 年（2014）12 月に見直しを行い、本市における土地の自然的条件、土地利用

の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、土地の農業上の利用と他の利用との

調整に留意しながら、優良な農地の確保や保全、農業振興のための各種施策の計画的な実施を

図ることとしている。 

また、第１から第８までの計画から構成され、「第１ 農用地利用計画」の中では、土地利

用の方向性として、都市計画との調整を図り、都市的土地利用の地域は住宅地や工業・流通地

などとして計画的に配置し、一層の高度化、活性化を進めることとし、それ以外の地域につい

ては、集団的優良農地を確保し、地域農業の担い手育成や生産性の向上、農地・農村の持つ多

面的機能の維持発揮を推進することとしている。 

「第２ 農業生産基盤の整備開発計画」では、将来にわたって優良農地を確保し、担い手へ

の農地集積を進め、農作業の効率化、省力化を図るために、ほ場の大型化や水利施設の設置及

び更新等を推進することとし、「第３ 農用地等の保全計画」では、新規就農者等借受け希望

者に斡旋
あっせん

することや、認定農業者や集落営農組織への利用集積を図るほか、市民農園やオーナ

ー農園などの設置を支援し、有効利用を推進するとともに、耕作放棄地の発生を防止するため、

国の交付金などを活用し、地域ぐるみの活動を通じて農用地等の保全活動を推進することとし

ている。 

「第４ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計

画」では、主な営農類型ごとの担い手の経営目標を定め、地域における他産業従事者と同等の

年間所得及び年間労働時間の水準を確保できる企業的農業経営体を育成し、また、これらの経

営が本市の農業生産の相当部分を担う農業構造の確立を目標としている。この目標の達成をめ

ざし、地域農業を支える担い手を育成していくために、地域での話し合いをもとに、地域の担

い手を明確にし、認定農業者の面的な農地集積等による規模拡大、集落営農のリーダー、オペ

レーターの育成等による組織化及び法人化などの取り組みを促進することとしている。 

「第６ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画」では、新規就農希望者が野菜づく

りの技術等を習得するために設置した金沢農業大学校の研修内容を充実するとともに、研修修

了者をはじめとした新規就農者や農業参入を希望する企業等が円滑に就農できるように、農地

を斡旋
あっせん

し、農地の借上げや基盤整備、機械施設整備などの初期投資に助成するほか、就農アド

バイザーを派遣し、農業経営全般について指導助言し支援するとしている。 
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３．金沢の歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

先述の課題等を踏まえ、歴史的風致の維持及び向上を引き続き図るための方針を以下に整理

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）歴史的建造物の積極的な保全と活用 

貴重な歴史的建造物については、順次調査を実施しその価値を再評価するとともに、未知の

文化財についても積極的な掘り起こしを進めることで、その価値を明らかにする。 

具体的な取り組みとして、「金澤町家」の市内悉皆
しっかい

調査と必要に応じた詳細調査を実施し、

歴史的風致の重要な構成要素である歴史的建造物の保全と活用を図るほか、価値の高い歴史的

建造物について、文化財指定等の推進を図る。 

さらに、旧城下町の重要な歴史遺産についても、発掘調査だけでなく詳細な史料調査と研究

に基づき、長期的視野での復元を検討する。 

また、良好な景観を形成している石垣については、歴史的風致形成建造物としての位置付け

を推進する。 

歴史的建造物を保全、活用するための支援制度に関する方針については、既存の条例などに

よる支援の取り組みを継続するとともに、必要に応じて保全、活用のための支援制度拡充を検

討する。 

具体的な取り組みとして、指定文化財などの価値付けされた建造物における支援制度の継続

や、石垣を保全するための新たな財政的支援策の検討、平成28年（2016）に開館した金澤町家

情報館の活用を図る。  

歴史的建造物に関する課題
・ 歴史的建造物の減少
・ 所有者の財政的負担 等

歴史的街並みに関する課題
・ 電線類等による景観阻害
・ 暗渠化された用水 等

歴史的建造物の周辺環境に関する課題
・ 外国人旅行者等の急増
・ 建築物の高さや屋外広告物などへの対応 等

伝統行事、伝統文化及び工芸技術に関する課題
・ コミュニティの希薄化
・ 伝統産業の労働者数の減少 等

歴史的建造物の積極的な保全と活用

歴史的街並みの保全

歴史的建造物の周辺環境の保全

伝統行事、伝統文化及び工芸技術の継承、
後継者の育成

さらなる歴史的風致の維持及び向上

課 題 方 針
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（２）歴史的街並みの保全 

歴史的風致を形成する重要な構成要素である街路や用水などの都市構造を継承する貴重な

歴史的街並みにあっては、これまで取り組んできた歴史的文脈に沿った整備を引き続き進め、

市民が歴史的風致に親しむことのできる歴史的街並みの保全を進める。 

具体的な取り組みとして、美しい都市景観の形成を図るための無電柱化事業や、街に潤いと

やすらぎを与える用水開渠
かいきょ

化、通水の確保、歴史にふれながら散策できる安全な歩行空間の整

備、こまちなみ保存区域の更なる保全などを検討、推進する。 

また、犀
さい

川
がわ

、浅野川の金沢を代表する河川の歴史的街並みの保全を図るため、「犀川及び浅

野川における美しい川筋景観の保全に関する条例」（以下、「川筋景観条例」という）（平成

29年（2017）３月制定）に基づく、各種施策を展開する。 

具体的な取り組みとして、川筋景観保全基準の設定や保全区域内での建築行為等に対する助

言、指導、必要に応じ技術的、財政的支援を行うことで、河川に見る歴史的風致の維持及び向

上を図る。 

防災上の観点から、歴史的街並みを保全するための方針として、住民の防災意識を高揚する

ため、関係機関との協働による訓練を実施するとともに、拠点となる防災広場等の施設を積極

的に整備し、防災力の向上を図る。 

 

（３）歴史的建造物の周辺環境の保全 

歴史的建造物の周辺環境の保全を図るため、まちづくりに関わる諸制度を積極的に活用する。 

具体的な取り組みとして、歴史的建造物や歴史的街並みの周辺における建築物の高さ規制強

化や屋外広告物の規制強化についてさらなる検討を行う。 

周辺環境に大きな影響を与えているマイカーの進入については、「第２次金沢交通戦略」に

基づき、「歩行者と公共交通を優先するまちづくり」と「まちなかを核にネットワークでつな

ぐまちづくり」を推進し、交通ネットワークの再構築や交通機能の連携強化に努める。 

具体的な取り組みとして、マイカー利用の抑制を図るため、公共交通のサービス水準を向上

させるとともに、パーク・アンド・ライドを推進するための環境整備を進める。さらに、「金

沢市公共交通利用促進条例」や「金沢市歩けるまちづくり条例」など、市独自条例による市民

の意識啓発を図り、ハードとソフトの両面からまちづくりを推進する。 

旅行者の増加に伴う対策として、外国人旅行者等の受け入れ環境を整備するため、本市の歴

史的風致を「正しく」、「わかりやすく」伝えることを基本方針として、ソフト面を中心とし

た事業を実施する。 

具体的な取り組みとして、歴史的風致を紹介するサインの整備や、周遊性の向上、金沢の歴

史、文化への理解を深めるための案内板等の多言語化、言語や習慣の違いを踏まえた接遇の向

上、外国語による案内のための歴史、文化ガイドリーダー育成等に係る事業を進める。 
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（４）伝統行事、伝統文化及び工芸技術の継承、後継者の育成 

伝統行事の保存、継承を図るための方針として、地域コミュニティの活性化等により、地域

の結びつきを再構築するとともに、各伝統行事の歴史的価値の再認識と確実な継承を図る。 

具体的な取り組みとして、地域コミュニティの活性化等に関する各施策を推進し、地域の活

性化を図るとともに、活動内容や変遷等の記録、保存等を行うことで次世代への確実な継承に

繋げる。 

伝統文化としての伝統芸能の継承、後継者育成を図るための方針として、次世代を担う子ど

もや地域住民の人材育成を図り、貴重な伝統文化を後世に守り伝えていくための市民と行政の

協働体制の構築を図る。 

具体的な取り組みとして、子どもを対象とした伝統芸能に関する各種講座を開催することに

より、若年から金沢の伝統芸能に親しむ機会を設け、後継者の発掘、育成の足がかりとするほ

か、伝統芸能伝習者への支援を継続、拡充し、芸能部門の後継者育成に努めるなど、金沢への

愛着をより深める施策を推進する。 

工芸技術の継承、後継者育成を図るための方針として、伝統産業の振興を図るための環境整

備や各種施策を積極的に推進する。 

具体的な取り組みとして、工房の新規開設を支援して伝統工芸家や職人の作業空間確保を推

進するほか、伝統技術を活かした新商品の開発を進める事業などについて支援し、活性化を図

る。また、伝統産業に従事し工芸技術の継承、育成に貢献した人物への表彰や、工芸作品の展

示会等の支援を通じた販路拡大につながる活動の支援を行う。 

藩政期から伝えられている職人の高度な伝統技能を継承していくため、平成８年（1996）に

開校した金沢職人大学校を活用し、特に中堅の職人を対象とした建築関連の伝統技術後継者の

育成に努める。すでに失われた技能については、その掘り起こしと担い手の養成に努め、復興

を図る。 
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４．歴史的風致維持向上計画の実施体制 

（１）歴史的風致維持向上計画の実施・推進体制 

本計画の実施体制にあっては、事業計画案及び設計案を作成する石川県や金沢市等の各事業

担当者と、関連する歴史遺産（文化財）を調査するために設置された歴史遺産調査研究室を活

用し、相互に連携を図る。 

本計画の推進体制にあっては、関連法令や条例の担当課によって構成される事務局と、関連

法令や条例等に基づき設置されている審議組織と連携を図るものとする。 

計画実施体制は、計画推進体制である事務局へ事業計画案等を提案し、審議組織へ付議し、

そこで出された意見は、計画実施体制へ戻される。 

その後、事業計画案等を法定協議会「金沢市歴史まちづくり協議会」に提案し、計画の推進

や変更、円滑な事業の実施に向けた協議を行う。 

その後、法定協議会を経て、計画実施及び歴史的風致形成建造物の指定を行うほか、事業完

成後は、計画推進体制が成果や課題を確認することとする。 
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計画の実施・推進体制図 

 

金沢市歴史まちづくり協議会（法定協議会）

提案 意見

【事務局】

《 計画推進体制 》

【審議組織】

歴史都市推進課

②付議

③意見

④意見①提案
《計画実施体制》

連携

⑤計画確定 ⑤補足調査

支援支援
⑥計画実施

⑦確認

文化財保護課

・文化財

・市指定保存対象物

歴史都市推進課

・伝統的建造物群保存地区

・文化的景観

・こまちなみ保存建造物

・保全用水

・金澤町家

景観政策課

・重要景観建造物

・文化的景観

・屋外広告物

・景観地区

都市計画課

・地区計画

・まちづくり協定

文化財保護審議会

・文化財

伝統的建造物群保存地区保存審議会

・伝統的建造物群保存地区

景観審議会（専門部会）

・市指定保存対象物

・コア事業、附帯事業のデザイン

・景観地区

・文化的景観

・屋外広告物

こまちなみ保存委員会

・こまちなみ保存区域、保存建造物

用水保全審議会

・保全用水

都市計画審議会

・地区計画

・まちづくり協定区域

・景観地区

事業完成 歴史的風致形成建造物の指定

⑥計画実施

金澤町家保全活用審議会

・金澤町家

国

【市】

歴史遺産調査研究室

歴史文化資産（文化財）の調査

【県・市・その他】

各事業担当者

事業計画案及び設計案の作成



第３章 歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

 

 - 129 - 

（２）文化財部局とまちづくり部局の連携体制 

本市では、文化財保護と一体となったまちづくりの推進を目指し、文化財保護行政とまちづ

くり行政との連携を強化するため、地方自治法第180条の７の規定に基づき、平成13年度（2001

年度）より市教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の事務部局の職員に補助執行させる

こととした。具体的には、文化スポーツ局長に文化財保護に関する事務を補助執行させ、当該

事務に関する決裁は文化スポーツ局長に専決させることとしている。なお、文化財保護に関す

る事務のうち特に重要とされる事案については、下表のとおり教育委員会の決裁事項としてい

る。 

 

 

ⅰ）金沢市文化財保護条例に基づく次の事務 

ア．市指定文化財の指定及びその保持者または保持団体の認定に係る市文化財保護審議会への諮問 

イ．市指定文化財の指定及びその保持者または保持団体の認定 

ウ．市指定文化財の指定の解除及びその保持者または保持団体の認定の解除に係る 

市文化財保護審議会への諮問 

エ．市指定文化財の指定の解除及びその保持者または保持団体の認定の解除 

オ．市指定文化財の管理に関する勧告に従わない場合の公表に係る市文化財保護審議会への諮問 

カ．市指定文化財の管理に関する勧告に従わない場合の公表 

キ．市選定保存技術の選定及びその保持者または保存団体の認定に係る市文化財保護審議会への諮問 

ク．市選定保存技術の選定及びその保持者または保存団体の認定 

ケ．市選定保存技術の選定の解除及びその保持者または保存団体の認定の解除に係る 

市文化財保護審議会への諮問 

コ．市選定保存技術の選定の解除及びその保持者または保存団体の認定の解除 

ⅱ）金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例に基づく次の事務 

ア．伝統的建造物群保存地区の保存に関する計画（以下「保存計画」という）の策定に係る 

市伝統的建造物群保存地区保存審議会（以下「保存審議会」という）への諮問 

イ．保存計画の策定 

ウ．保存計画の変更に係る保存審議会への諮問 

エ．保存計画の変更 

ⅲ）文化財の保護に関する事務に係る教育委員会規則の制定または改廃に関する事務 

 

 

  

教育委員会の決裁事項である文化財保護に関する事務 
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ⅳ）文化財の保護に関する事務に係る法令及び条例に基づく教育委員会の所管に属する 

各種委員会等の委員の委嘱に関する事務 

これらの事務のほか、補助執行に関する規則で文化スポーツ局長が専決する文化財保護に関する事務のうちで

も、特に重要であると認められるものについては教育委員会に諮らなければならないこととしている。 

このように、本市では地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第 14号の規定により教育委員会の職

務権限とされる文化財保護に関する事務について、根幹をなす事務を市教育委員会が処理することにより、その

独立性を担保しながら市長部局で文化財保護行政を補助執行している。 

さらに、組織として文化スポーツ局内に文化財の保全、活用を担当する「歴史都市推進課」、「文化財保護課」

を置き、文化財を含む市域の歴史文化資産全般の保全、活用、整備並びに指導等に関する業務を行っている。 

また、文化財保護とまちづくりの整合を図るため、都市政策局、都市整備局及び土木局の関連課を「まちづく

りフロア」として一体的に集中配置することにより、関連課の部局横断的な連携の強化を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            
参考）金沢市は、藩政期から伝承されてきた伝統技能を継承していくため、平成８年（1996）に金沢職人大学校を開校し、

中堅職人を対象とした伝統的で高度な技の伝承と保存、人材育成に取り組んでいる。修了生の多くは、市内の文化財

を始めとした歴史的建造物の修復などに携わっている。 

歴史まちづくり推進のための組織体制 

文化スポーツ局

まちづくりフロア

歴史都市推進課

文化財保護課
埋蔵文化財センター

金沢職人大学校 （本科９科、修復専攻科）

文化財行政部門

都市計画課

景観政策課

緑と花の課

市街地再生課

住宅政策課

市営住宅課

建築指導課

定住促進部

道路建設課

道路管理課

内水整備課

土木局

左官科 瓦科

都市整備局都市政策局

交通政策課

歩ける環境推進課

交通政策部

歴史遺産調査研究室
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（３）実施主体の役割 

①文化財等の所有者または管理者等の役割 

歴史的風致の維持及び向上に関して、その中核をなす文化財等の所有者または管理者等は、

自らの所有する文化財等が本市の歴史的風致を構成する重要な資産であることを強く認識

し、その適切な保全・維持管理に努めるとともに、意識啓発のための一般公開等その積極的

な活用を行うことが求められる。 

②市民・民間事業者等の役割 

本市の歴史と伝統文化に対して高いアイデンティティを形成するため、自らの手でその個

性と魅力を磨き高めるという姿勢のもと、市民及び民間事業者等自らがＮＰＯやまちづくり

市民団体などの多様な活動を通し、金沢の歴史的風致の維持及び向上に向けた取り組みに積

極的かつ主体的に参加することが求められる。 

特に民間事業者等においては、本市の歴史的風致について深く理解し、その維持及び向上

のための施策等について誠実に協力し、自らもその施策の実現に向けて各々の事業を展開す

ることが求められる。 

③行政の役割 

歴史遺産を核としたまちづくりを念頭に、各資産の歴史的特性・文脈に基づく復元整備、

まちなみや沿道の修景事業等を推進し、歴史的風致の向上に努めるとともに、伝統技術や伝

統芸能等を継承・振興させるため、後継者の育成等事業を積極的に実施・支援する。 

施策の実施や評価の段階において、情報の提供及び公開を促進し、市民や事業者等と情報

を共有し、様々なニーズの把握に努める。また、歴史的風致の維持及び向上に関して多くの

市民や民間事業者等の参画を促し、その活動を積極的に行う人材の育成にも努める。 

さらに、歴史的風致の維持及び向上に関して各種啓発事業を積極的に展開しながら、歴史

文化アイデンティティの醸成に努め、市民・事業者等と行政の協働による歴史的風致の維持

及び向上を実現する。 

 


